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墨田区福祉作業所条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現    行 
  
（設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総 

合的に支援するための法律（平成１７年法 

律第１２３号。以下「法」という。）第５ 

条第１項に規定する障害福祉サービス事業 

を行うため、墨田区福祉作業所（以下「作 

業所」という。）を設置する。 

２ 〔略〕 

（事業） 

第４条 作業所は、次の事業を行う。 

⑴ 法第５条第１４項に規定する就労継続 

支援に関すること（以下「就労継続支援 

事業」という。）。 

⑵ 〔略〕 

（利用対象者） 

第７条 就労継続支援事業を利用することが 

できる者は、次の各号のいずれかに該当す 

る者とする。 

⑴ 法第２２条第８項に規定する障害福祉 

 サービス受給者証（法第５条第１４項に 

規定する就労継続支援に係るものに限 

る。）の交付を受けた者 

⑵・⑶ 〔略〕 

（契約の解除等） 

第１０条 区長は、次の各号のいずれかに該 

当するときは、就労継続支援事業の利用に 

関する契約を解除し、又は作業所の利用を 

停止し、制限し、若しくは終了させること 

ができる。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

⑶ 災害その他の事故により、作業所を利 

用することができなくなったとき。 

⑷ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１条 障害者自立支援法（平成１７年法律 

第１２３号。以下「法」という。）第５条 

第１項に規定する障害福祉サービス事業を 

行うため、墨田区福祉作業所（以下「作業 

所」という。）を設置する。 

 

２ 〔略〕 

〔同左〕 

第４条 〔同左〕 

⑴ 法第５条第１５項に規定する就労継続 

支援に関すること（以下「就労継続支援 

事業」という。）。 

⑵ 〔略〕 

 〔同左〕 

第７条 〔同左〕 

 

 

⑴ 法第２２条第８項に規定する障害福祉 

 サービス受給者証（法第５条第１５項に 

規定する就労継続支援に係るものに限 

る。）の交付を受けた者 

⑵・⑶ 〔略〕 

〔同左〕 

第１０条 〔同左〕 

 

 

 

  

⑴・⑵ 〔略〕 

⑶ 災害その他の事故により、作業所の利 

用ができなくなったとき。 

 ⑷ 〔略〕   

付 則 

この条例中第１条第１項及び第１０条第３号の改正規定は平成２５年４月１日か 

ら、第４条第１号及び第７条第１号の改正規定は平成２６年４月１日から施行する。 



※ 障害者自立支援法の一部改正新旧対照表（抄） 

改  正  後 改  正  前 
  

障害者の日常生活及び社会生活 

を総合的に支援するための法律 

障害者自立支援法 

【施行期日】平成２５年４月１日 

 

※ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正新旧対

照表（抄） 

改  正  後 改  正  前 
  
第５条 この法律において「障害福祉サービ

ス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行

援護、行動援護、療養介護、生活介護、短

期入所、重度障害者等包括支援、施設入所

支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続

支援及び共同生活援助をいい、「障害福祉

サービス事業」とは、障害福祉サービス

（障害者支援施設、独立行政法人国立重度

知的障害者総合施設のぞみの園法（平成１

４年法律第１６７号）第１１条第１号の規

定により独立行政法人国立重度知的障害者

総合施設のぞみの園が設置する施設（以下

「のぞみの園」という。）その他厚生労働

省令で定める施設において行われる施設障

害福祉サービス（施設入所支援及び厚生労

働省令で定める障害福祉サービスをいう。 

以下同じ。）を除く。）を行う事業をいう。

 

２ 〔略〕 

３ この法律において「重度訪問介護」とは、

重度の肢体不自由者その他の障害者であっ 

て常時介護を要するものとして厚生労働省 

令で定めるものにつき、居宅における入浴、

排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省 

令で定める便宜及び外出時における移動中 

の介護を総合的に供与することをいう。 

４～９ 〔略〕 

 

 

 

第５条 この法律において「障害福祉サービ

ス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行

援護、行動援護、療養介護、生活介護、短

期入所、重度障害者等包括支援、共同生活

介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行

支援、就労継続支援及び共同生活援助をい

い、「障害福祉サービス事業」とは、障害

福祉サービス（障害者支援施設、独立行政

法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの

園法（平成１４年法律第１６７号）第１１

条第１号の規定により独立行政法人国立重

度知的障害者総合施設のぞみの園が設置す

る施設（以下「のぞみの園」という。）そ

の他厚生労働省令で定める施設において行

われる施設障害福祉サービス（施設入所支

援及び厚生労働省令で定める障害福祉サー

ビスをいう。以下同じ。）を除く。）を行

う事業をいう。 

２ 〔略〕 

３ この法律において「重度訪問介護」とは、

重度の肢体不自由者であって常時介護を要 

する障害者につき、居宅における入浴、排 

せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令 

で定める便宜及び外出時における移動中の 

介護を総合的に供与することをいう。 

 

４～９ 〔略〕 

１０ この法律において「共同生活介護」と 

は、障害者につき、主として夜間において、

共同生活を営むべき住居において入浴、排 



 

 

１０～１３〔略〕 

１４ この法律において「就労継続支援」と

は、通常の事業所に雇用されることが困難

な障害者につき、就労の機会を提供すると

ともに、生産活動その他の活動の機会の提

供を通じて、その知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練その他の厚生労働省令で定

める便宜を供与することをいう。 

１５ この法律において「共同生活援助」と 

は、障害者につき、主として夜間において、

共同生活を営むべき住居において相談、入 

浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生 

活上の援助を行うことをいう。 

 

１６・１７ 〔略〕 

１８ この法律において「地域移行支援」と

は、障害者支援施設、のぞみの園若しくは

第１項若しくは第六項の厚生労働省令で定

める施設に入所している障害者又は精神科

病院（精神科病院以外の病院で精神病室が

設けられているものを含む。第８９条第４

項において同じ。）に入院している精神障

害者その他の地域における生活に移行する

ために重点的な支援を必要とする者であっ

て厚生労働省令で定めるものにつき、住居

の確保その他の地域における生活に移行す

るための活動に関する相談その他の厚生労 

働省令で定める便宜を供与することをいう。

１９～２６ 〔略〕 

せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令 

で定める便宜を供与することをいう。 

１１～１４〔略〕 

１５ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

１６ この法律において「共同生活援助」と

は、地域において共同生活を営むのに支障

のない障害者につき、主として夜間におい

て、共同生活を営むべき住居において相談

その他の日常生活上の援助を行うことをい

う。 

１７・１８ 〔略〕 

１９ この法律において「地域移行支援」と

は、障害者支援施設、のぞみの園若しくは

第１項若しくは第６項の厚生労働省令で定

める施設に入所している障害者又は精神科

病院（精神科病院以外の病院で精神病室が

設けられているものを含む。第８９条第４

項において同じ。）に入院している精神障

害者につき、住居の確保その他の地域にお

ける生活に移行するための活動に関する相

談その他の厚生労働省令で定める便宜を供

与することをいう。 

 

 

２０～２７ 〔略〕   

【施行期日】平成２６年４月１日 

 


